
新 旧 対 照 表 

 

○佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する規則 
新 旧 

●第３条に規定する別記様式第１号（その１） 
備考３ 

区分 袋の色 
印刷色 

文字 線 
もやせるごみ 濃い茶色 白 白 
カン 薄い赤色 黒 黒 
ビン 薄い緑色 黒 黒 
その他紙製容器

包装 
薄い白色 黒 黒 

その他プラスチ

ック製容器包装 
薄い黄色 黒 黒 

 
※うめたてごみ削除 

 
備考３ 

区分 袋の色 
印刷色 

文字 線 
もやせるごみ 濃い茶色 白 白 
うめたてごみ 薄い青色 黒 黒 

カン 薄い赤色 黒 黒 
ビン 薄い緑色 黒 黒 
その他紙製容器

包装 
薄い白色 黒 黒 

その他プラスチ

ック製容器包装
薄い黄色 黒 黒 

 

●第３条に規定する別記様式第１号（その３） 
※新規追加（うめたてごみ１５リットル） 

 

 
○佐倉市ごみ収集専用袋の認定基準 

新 旧 
●別 表 備考６ 
袋中央部の容量表示については、規則別記様式第１

号中、その１については３０リットル、その２につ

いては２０リットル、その３については１５リット

ルとし、梱包するごみ袋の種類により、その容量を

記載するものとする。 
※その３ １５リットルを追記 

 
 
袋中央部の容量表示については、規則別記様式第

１号中、その１については３０リットル、その２

については２０リットルとし、梱包するごみ袋の

種類により、その容量を記載するものとする。 

●（ごみ袋の容量） 
第３条 
うめたてごみのごみ収集専用袋の容量は１５リッ

トルとし、その他のごみ収集専用袋の容量は３０

リットルとする。ただし、もやせるごみのごみ収

集専用袋の容量は、３０リットル及び２０リット

ルの２種類とする。 

※うめたてごみのごみ袋の容量を追記 

 
 
ごみ袋の容量は、３０リットルとする。ただし、も

やせるごみのみ３０リットル及び２０リットルの

２種類の袋を用いるものとする。 

 


